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　　　　　午前９時３０分　　開　議 

○議長（石森靖明君）　おはようございます。 

　　ただいまの出席議員数は18名であります。定足数に達しておりますので、議会は成立いたし

ました。 

　　直ちに本日の会議を開きます。 

　　なお、議案等の説明のため、地方自治法第121条の規定により、説明員として町長以下、関

係所管課長等及び監査委員の出席を求めております。 

　　本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりであります。 

　　日程に入ります。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第１　会議録署名議員の指名 

○議長（石森靖明君）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

　　本日の会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、議長において17番吉田和夫君、

１番吉田謙治君を指名いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第２　一般質問 

○議長（石森靖明君）　日程第２、一般質問を行います。 

　　昨日に引き続き、一般質問を行います。 

　　６番小田部峰之君、質問席において質問してください。 

　　　　　〔６番　小田部峰之君　登壇〕 

○６番（小田部峰之君）　おはようございます。６番小田部峰之でございます。大綱２問、質問

させていただきます。 

　　大綱１問目、阿武隈急行線を軸とした「選ばれる町・柴田」への戦略的投資と定住促進を。 

　　１）阿武隈急行線在り方検討会の提言から１年が経過しようとしています。鉄路存続の決定

は、単なる路線の維持にとどまらず、町の価値を最大化するための未来への投資であるべきで

す。 

　　町として住民に対し、この存続の決断と将来ビジョンをどのように発信していく考えか伺い

ます。 

　　また、単に通過する乗客を増やすだけでなく、町に住み、納税する定住人口を増やすための

グランドデザインを町長はどう描いていますか。その具体像は。 
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　　２）本町は仙台圏と比較して地価に「値頃感」があり、定住のハードルが低いという潜在能

力を持っています。この強みを最大化するため、提言にある都市計画道路新栄通線の整備状況

と住宅地集積に向けた具体的な着手時期と完成目標を伺います。 

　　あわせて、過去の災害経験に基づく「災害耐性の強さ」や「温暖な気候」という強みを、助

成金や民間開発との連携といった住宅誘致策とセットで戦略的に発信する計画はあるか伺いま

す。 

　　また、槻木駅を避難所として活用する検討については、地域価値を高める方策の一つと捉え

ていいのか、町の認識を伺います。 

　　３）柴田町は、ＪＲ東北本線と阿武隈急行線、国道４号が交差する「交通の要衝」です。船

岡駅、槻木駅だけでなく、東船岡駅も柴田町の新たな玄関口として再定義すべきと考えます。

ベンチ増設等の小規模改善にとどまらず、Ｗｉ－Ｆｉ整備やバリアフリー化など、高齢者や学

生が「ここで待ちたい」と思える快適な空間創出に向けた具体策はありますか。 

　　４）みなし上下分離方式の導入や、国の鉄道事業再構築事業の活用について、財政負担の見

通しと経営改善のチェック体制はどうなっていますか。 

　　５）以前、ふるさと納税の使途メニューに地域鉄道（阿武隈急行線）の支援に関する事業が

追加されました。これまでの寄附実績や注目度、具体的な活用効果について伺います。 

　　あわせて、今後もこの取組を継続し、さらなるＰＲを強化していく考えはありますか。 

　　大綱２問目、歩行者と自転車に優しい安全なまちづくりと、改正道路交通法への対応は。 

　　１）今年４月１日から、自転車の交通違反に反則金が科される「交通反則通告制度」、いわ

ゆる「青切符」が施行されます。ルールの厳格化に伴い、町としてもハード面の整備が急務で

あると考えます。 

　　町道の一部への矢羽根型路面標示の設置は高く評価していますが、法改正を見据え、自転車

が「車道左側」をより安全に走行できるための空間確保や路面改修について、さらなる計画は

ありますか。取締りが強化される一方で、走行環境が不十分なままでは住民の理解を得るのが

難しいと考えます。 

　　ソフト・ハード両面での周知や環境整備をどう進めていく考えか伺います。 

　　２）役場庁舎や生涯学習センター等の公共施設において、強風による自転車の転倒や、それ

に伴う車体の損傷、利用者同士のトラブルを懸念する声があります。環境負荷低減や健康増進

の観点から自転車利用は大いに有効ですが、安心して駐輪できる環境整備は不可欠です。 

　　近隣自治体の整備事例も参考に、まずは主要な公共施設へ前輪を固定できる駐輪スタンドを
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試験的に導入する考えはないか伺います。 

　　３）住民からは「歩道の側溝ふたのがたつきや段差で転倒した」という切実な声や、近所の

小児科へのベビーカー利用者の苦労、また移住した方からは「歩道の段差が気になる」という

声が届いています。凸凹やがたつきのある歩道を放置することは、安全性の観点からも課題が

あると考えます。特に、不安の声が大きい槻木地区（旧国道４号）を含め、早急な点検と改修

を行うべきではありませんか。せっかく柴田町に魅力を感じて移住された方が、歩道の不便さ

から町のイメージ低下を招き、定住促進の妨げになると懸念されます。 

　　移住・定住施策の一環としても、歩道整備の優先順位を上げるべきと考えますが、町の見解

を伺います。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。町長。 

　　　　　〔町長　登壇〕 

○町長（滝口　茂君）　小田部峰之議員、大綱２点ございました。 

　　まず、大綱１点目の阿武隈急行でございます。 

　　１点目、小田部議員からは今回、阿武隈急行線の存続に対し、未来への投資や定住人口の増

加といった阿武隈急行への熱い思いの下に前向きなご提案をいただきましたが、私としては責

任ある立場からすると、これからの阿武隈急行線の現状は、より厳しく現実的に考えていかな

ければならないと考えております。 

　　その理由としては、１つに全国的な人口減少、特に地方における人口減少が著しいというこ

とです。 

　　現に、角田市と丸森町を合わせた人口の推移を見ますと、令和２年国勢調査の４万238人か

ら、令和７年12月末の３万7,194人と、５年間で3,044人、率にすると7.56％減少しており、そ

の分、鉄道の利用者自体が減少していることが最大の問題となっております。 

　　また、令和７年12月14日の河北新報にも掲載されていましたが、角田市が住民に対して行っ

た公共交通の利用実態などをめぐるアンケートでは、阿武隈急行線を２年以上利用したことが

ない住民が54.4％に上るという結果が出ており、こうした実態からも分かるように、今後、阿

武隈急行線の利用者がピーク時であった平成７年当時の325万人に戻る見込みはあり得ないと

考えております。 

　　２つに、利用者の減少に加えて、鉄道施設の老朽化などにより、ますます沿線自治体の財政

負担が増えるということでございます。今後、さらに鉄橋や線路の修繕などに伴う施設整備費

や赤字補塡が増えれば、柴田町の財政は相当厳しい状態に置かれます。 
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　　３つに、阿武隈急行線が存続したからといって、直ちに定住人口が増える、あるいは人口減

少が抑制されるわけではないということでございます。 

　　先ほど、角田市、丸森町、直近５年間の人口減少率は7.56％と申し上げましたが、これに対

し、鉄道を有しない蔵王町、村田町、川崎町、七ヶ宿町の４町の同期間における人口減少率は

7.65％となっており、両者の数値に大きな差はございません。 

　　加えて、より利便性の高いＪＲ東北本線が通っている白石市においても、直近５年間の総人

口が8.47％減少しているという事実を踏まえると、単に鉄道の存続が人口対策の決定打にはつ

ながらないことをご理解いただきたいと思います。 

　　こうした厳しい状況下でも、阿武隈急行線を存続させると私が決断したのは、未来への投資

という側面よりも、むしろ近隣自治体との関係維持と現在の地域住民の足をいかに守るかとい

う課題への対応であります。 

　　本町としましては、今後もできる範囲の中で最大限の支援を行ってまいりますが、阿武隈急

行線の存続には、まずもって角田市民や丸森町民の日常からの利用を増やしていくことが不可

欠であり、さらに阿武隈急行株式会社の経営努力が必須と考えております。 

　　２点目、新栄通線延長に伴う周辺整備でございます。 

　　都市計画道路新栄通線は、船岡駅前広場を起点として、船岡新栄地区を経由し、剣崎地区ま

でを結ぶ市街地の重要な幹線道路として昭和37年に都市計画決定されました。 

　　全体の整備経緯としては、昭和50年代に阿武隈急行高架橋道路を整備し、平成元年から平成

18年までに、起点である船岡駅前広場の整備、船岡南地区から船岡新栄地区の整備、終点部の

剣崎地区の整備を行ってまいりました。 

　　今後は、提言にある県道角田柴田線から阿武隈急行高架橋道路までの未整備区間について、

基礎調査を進めてまいります。 

　　基礎調査では、１つに、最新の法基準に照らし合わせた場合の整備計画の検証、２つに、道

路整備に係る概算全体事業費の算出、３つに、国の支援メニュー等の整理や関係機関との協議

調整などの事業スキームの検証を行う計画としております。 

　　なお、ご質問にあった住宅地集積に向けた柴田町独自の住宅誘導施策等を行うのは、現在の

厳しい財政状況を踏まえると難しいと考えております。 

　　当面は、県道角田柴田線沿線沿いや今後整備する新栄通線の延伸沿いに、民間活力を主軸と

した開発に期待したいと考えております。 

　　次に、槻木駅を避難所として活用することについてですが、避難所が充実していることは地
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域の安心につながるとともに、地域価値を高める要因となることは十分理解しております。 

　　しかし、槻木駅を避難所として活用する場合には、次のような課題が挙げられます。 

　　１つに、槻木駅を避難所として活用する場合、活用場所は駅内のコミュニティプラザが想定

されますが、面積が狭く避難所としての十分な収容能力に欠けていること、２つに、災害復旧

の要として鉄道の再開を最優先しなければならないのに、駅が避難所となることで、交通イン

フラとしての機能再開が遅れる懸念があること、３つに、駅施設は鉄道事業者と町との所有物

が共存しているため、備蓄品の管理や災害時の誘導、警備の主体など責任の所在が複雑になる

こと。 

　　こうした理由から、災害時においては、槻木駅は公共交通の結節点としての機能復旧を最優

先としなければならないことから、避難所としての活用は困難と考えております。 

　　３点目、東船岡駅の施設整備でございます。 

　　東船岡エリアには、骨格道路となる都市計画道路新栄通線の延伸整備を推進してまいります

が、現実的には令和６年度の東船岡駅の利用者数は１日平均で70人程度にとどまっており、今

後も利用者は減少していくものと見込まれますので、議員ご指摘の、新たな玄関口として再定

義することは非常に非現実的であると感じております。 

　　また、東船岡駅を通学や通勤で利用されている住民の皆さんにとって、快適な駅環境を確保

することは十分に理解するところですが、利用者が限られる中においては、Ｗｉ－Ｆｉ環境の

整備や本格的なバリアフリー化などの新たな設備投資よりも、多額の費用を要しない範囲内で

のベンチの補修など、現在の利用規模に見合った機能を維持し、安心して使い続けられる駅環

境を守っていくことが適切であると考えております。 

　　４点目、みなし上下分離方式の導入や、国の鉄道事業再構築事業の活用でございます。 

　　ご指摘の鉄道事業再構築事業を活用する際には、１つに、鉄道事業者と沿線自治体により鉄

道事業再構築実施計画を作成し、国からの認定を受ける必要があります。２つに、計画期間で

ある10年間、鉄道事業者が沿線自治体からの支援を受けること、３つに、上下分離や、みなし

上下分離などの事業構造とすることなどが要件となります。 

　　このうち、上下分離方式の事業構造の転換については、阿武隈急行線は現在、既に鉄道施設

や車両の更新、修繕にかかる費用を沿線自治体が負担する、みなし上下分離方式による支援を

行っております。そのため、今回の鉄道事業再構築事業の活用によって、沿線自治体による支

援の基本的な枠組みや体制は、これまでと変わるものではございません。 

　　この事業を活用する最大のメリットとしては、設備投資や鉄道施設の修繕の際、その費用に
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対する国の補助率が、これまでの３分の１または４分の１から２分の１に引き上げられること

でございます。 

　　柴田町においては、この事業の活用によって令和８年度の緊急保全事業費等補助金の支出が

最大270万円程度減額する見込みとなります。 

　　次に、財政負担の見通しについてですが、施設整備の維持管理費用として、本町の今後10年

間、阿武隈急行に対する負担総額としては約３億円で、１年間では約3,000万円ずつ負担する

見込みとなります。なお、この額には経営支援、つまり赤字補塡ですね、運行継続支援事業費

補助金は含まれておりません。 

　　ちなみに、令和７年度の本町の負担額は、緊急保全事業費補助が3,669万5,000円、運行継続

支援事業費補助、これが赤字補塡ですが、1,510万9,000円で、合わせて5,180万4,000円の見込

みとなっております。 

　　最後に、経営改善のチェック体制ですが、本町はこれまでも阿武隈急行株式会社自らの経営

改善努力を再三要請してきました。阿武隈急行在り方検討会の提言においても、会社の経営健

全化には民間人の登用や運賃改定を行う必要があるとされており、今後、取締役会等で計画の

進捗管理、経営改善の状況確認を進めてまいります。 

　　５点目、ふるさと納税の活用です。 

　　阿武隈急行線の支援に関する事業への、これまでのふるさと納税寄附金の実績ですが、令和

５年度は67件で198万4,000円、令和６年度は266件で628万8,000円、令和７年度は、令和８年

１月末現在359件で926万7,000円となっております。 

　　具体的な活用方法については、阿武隈急行運行継続事業費補助金、赤字補塡に充当させる予

定にしております。 

　　ふるさと納税寄附金の使い道については、令和５年度柴田町議会12月会議での小田部議員の

提案により、寄附者が使い道を選択する際の一つに阿武隈急行線の支援を設けたものでござい

ます。 

　　このことにより、全国の鉄道ファンや沿線出身者の皆さんから直接的な応援をいただく貴重

な機会となっておりますので、今後も継続し、阿武隈急行線への支援につなげてまいります。 

　　大綱２点目、歩行者と自転車に優しい安全なまちづくりと改正道路交通法で３点ございまし

た。 

　　１点目、まずハード面での環境整備については、自転車の通行量が特に多い船岡駅、槻木駅

の駅前路線の町管理区間に、自転車の車道左側走行を誘導するための矢羽根型路面標示を設置
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いたしました。さらに、駅前通りの県道区間については、県の協力の下、来年度に実施してい

ただける計画となっております。 

　　また、交通安全対策特別交付金等を活用して外側線などの引き直しを行い、自動車及び自転

車ドライバーに対し走行位置を明確にする対策を行っており、来年度以降も継続的に実施して

まいります。 

　　次に、ソフト面での活動として、令和８年２月28日に交通指導隊及び各小学校区の見守り隊

を対象とした自転車の交通安全指導方法に関する研修会を実施しました。今後も、町のお知ら

せ版への掲載や出前講座などと合わせて、大河原警察署と連携し、春、秋の交通安全期間中の

街頭活動を通じて、交通反則通告制度の周知や、矢羽根型路面標示を設置した道路における交

通ルールの周知啓蒙活動を実施したいと考えております。 

　　２点目、駐輪スタンドを設置することは、強風の際に自転車が倒れることによる車体の破損

や利用者同士のトラブルを防ぐためにも有効と考えております。 

　　現在、町の施設で駐輪スタンドを設置しているところは駅の駐輪場以外ありませんが、現在

建設中の新図書館には駐輪場に駐輪スタンドも設置する予定となっております。 

　　庁舎や生涯学習センターにおいて、強風による自転車の転倒はあるものの、トラブルが発生

したという報告は現在のところありませんので、駐輪スタンド設置については利用状況などを

鑑みながら調査研究してまいります。 

　　３点目、歩道の安全点検と改修です。 

　　町が管理する町道は1,257路線、総延長約345キロメートルで、そのうち歩道は約82キロメー

トルとなっております。この相当の延長となる町内の道路の点検については、職員の現場巡回

の際や、住民からの情報提供の際に実施しております。 

　　また、重要度が高い学校周辺の通学路については年に１回、学校、警察、宮城県、町の４者

合同による道路点検パトロールを実施しており、指摘のあった箇所については必要な対策を講

じているところでございます。 

　　今回、ご質問のあった槻木地区、旧国道４号には、槻木駅前から逢隈旅館前交差点を経由し、

槻木駐在所方面に向かう県道槻木停車場線と、旧柴田観光タクシー北側のカーブから白幡地区、

山寿商店ガソリンスタンド南側までの町道槻木172号線となります。この町道の歩道内には、

中央に側溝が設置され、電柱が建柱されていたり、側溝と民地の間が未舗装となっている状況

です。 

　　今後、財政状況を踏まえながら、側溝の段差がある区間、未舗装区間を優先的に歩道の改修
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工事を実施してまいります。 

　　また、県管理分については、改めて議会から改修工事の提案があったことを申し伝えたいと

思っております。 

　　以上でございます。 

○議長（石森靖明君）　小田部峰之君、再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（小田部峰之君）　ありがとうございます。前向きな回答をいただきました。何点か確認

させていただきます。 

　　阿武隈急行線なんですけれども、私が言いたいことは、負担という捉え方ではなくて、阿武

隈急行線を利用するというか、それをどんどん活用して、何らかの町の発展のために資するも

のとして捉えられるのではないかなということなんですが、厳しい状況は分かります。そして、

人口も減っておりますし、利用者がそんなに伸びないことは確かなんですが、利用をしている

方々はいらっしゃる。槻木で乗り換えて白石方面に行く人もいるし、仙台方面にそのまま乗っ

ていく人もいますので、非常に角田、丸森にとっては重要な足となっておると思います。 

　　町長のご答弁にもありましたように、現在の地域住民の足をいかに守るかという課題への対

応、そして、できる範囲の中で最大限の支援を行っていくというところ、本当にありがとうご

ざいます。了解でございます。 

　　それと、新栄通はいつ頃、開通を目指しているんでしょうか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤康弘君）　新栄通線の開通ということのご質問なんですけれども、まずは

町長答弁にもありました、基礎調査ということで３つ、整備計画の検証から全体事業費、それ

ら、それから、どういったところの関係機関との協議が必要であるのか、そういったことをま

ず基礎調査の中で整理をいたしまして、そうすると、まず全体事業費、財政計画等も必要にな

ってきますので、それらの調査結果を踏まえて、さらに調査研究をしていく形になるかと思い

ます。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（小田部峰之君）　一つ一つ進めていくということですね。 

　　あとは東船岡駅ですね。あそこの住宅地が張りつくかどうかなんですけれども、これはあん

まり可能性として見込みは少ないでしょうか。その辺ちょっと伺います。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤康弘君）　今回のご質問の中に、街路整備と合わせた住宅の誘導施策もと
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いうようなお話がありました。実際、柴田町でも、これまで区画整理などを行って、宅地開発

をして、定住人口を増やしてきた経緯がございます。特に、区画整理などを行ってきた平成５

年から14年頃にかけて、特に、この隣になります船岡新栄地区、区画整理をして宅地化を進め

たんですけれども、その後の建築確認申請の件数などを見ると、例えば平成７、８年時代です

と、最大で年間300件くらいの建築確認の届出があったんですけれども、区画整理が終わった

後を見ると、その約半分くらい、150件、多いときでも200件くらいになりますけれども、そう

いった過去の記録、宅地造成をしても、それがそのまま増加につながるというようなことが起

きていない。今後、さらに人口減少が進んでいく中で、宅地造成だけをしても、なかなかそこ

に定住が、住みつくというのは今のところ難しいのかなとは考えております。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（小田部峰之君）　そこは何か民間との協力とかで一緒に進めていけるといいんですけれ

ども、そういう可能性はございませんか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤康弘君）　今回、調査をします未整備区間がありますけれども、県道から

東船岡駅前線までの区間になりますが、県道沿線については年間一、二件の民間からの問合せ

がございます。その問合せというものは、例えばその土地の制限状況とか、そういったものの

問合せが一、二件あります。そういった意味では、ある程度民間のほうも興味を示していると

ころが数件あるのかなとは思っておりますので、その辺の状況を今後も見据えながら、民間の

進出があれば、いろいろ検討、調査していきたいなとは思っております。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（小田部峰之君）　新栄通沿線なんですけれども、結構、地価の価格、何か最近上がって

いるような情報もあります。それでもまだ値頃感はあると思うんですが、そういうところでや

っぱり注目されているということはないですか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤康弘君）　確かに、東北本線沿い、沿線の自治体と比べますと、まず全国

の地価マップで公表されている単価を見ますと、沿線の北、岩沼、名取市と比べると、明らか

に柴田町のほうが安価になっています。ちょっと立地条件は違うんですけれども、役場周辺で

見たときに、岩沼については柴田町の1.7倍、名取については柴田町の2.7倍ということで、非

常に値段としては柴田町は低価で求められる。 

　　そういった影響もあって、先ほど宅地の件数などをお話しさせていただきましたが、岩沼市
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よりも、令和４、５、６年、３年間の建築確認棟数を見ると、柴田町のほうが岩沼よりも多い

んですね。議員おっしゃるとおり、仙台に近い岩沼市よりも柴田町のほうが宅地の届出件数が

多いという結果が出ておりますので、議員がご指摘のとおり、確かに柴田町のほうが安価で求

めやすいような環境になっていると町としても捉えているところです。 

○議長（石森靖明君）　補足。税務課長。 

○税務課長（渡辺　潤君）　小田部議員から新栄地区の値段ということであったんですけれども、

国で示している地価公示というものがあるんですが、そちらでは、新栄地区はずっと令和30年

頃から右肩上がりに……（「平成」の声あり）平成30年から右肩上がりに上がっている状況で

ございます。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（小田部峰之君）　これは町の魅力ではないですか。最大限の武器ではないかなと思うん

ですが、これも活用しつつ進めていったらいかがかなと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤康弘君）　まさに議員おっしゃるとおり、こういったところは非常に魅力

ではあると思っております。 

　　ただ、町、私ども都市建設課としては、周辺の道路の管理なども行っておりますが、やはり

町としては、ある程度これまでもコンパクトシティを目指しておりますので、都市機能が集約

されている周辺に居住、定住していただきたいということが町の方針でもありますので、郊外

というか、そういうところに建てて駄目ではないんですけれども、建てていただくと、その周

辺の道路の整備などで追いつかない部分で、住まわれる方にご迷惑をかけたりする部分があり

ますので、ある程度、町のコンパクトシティに向けた市街地形成の方針に基づいて集約できて

いければなとは考えております。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（小田部峰之君）　分かりました。少しずつ槻木のほうも人が増えておりますので、人と

いうか、新築が結構多くて、新築、建て売りを建てるとすぐ入るんですよね。すごい状況だな

と思って、そういう面では何か柴田町もかなり底力があるのではないかなと感じておりました。 

　　それと４点目、みなし上限分離です。既に、みなし上下ということをやってきておるという

ことで、これが鉄道再構築事業の活用で負担が減るということで、これは本当によかったなと

思って、やっぱり国の支援がなければローカル線は維持できないですよね。本当に、引いたの

はいいけれども、あとは任せるからみたいな感じでは、やっぱり自治体が疲弊することは当た
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り前ですよね。そこは強く感じておりますので、町長の努力のおかげで、このような負担の割

合も決まったし、町の利用の数によって決まりましたし、本当によかったなと思っております。

阿武隈急行の経営改善努力は本当にしていただきたいなとは思っております。 

　　それと、ふるさと納税、結構上がって、67件、266件、359件と、こんなにあるとは私は実際

思っていなくて、こういう項目をつくっていただいて本当に感謝しております。今後も継続し

ていただけるということで、またよろしくお願いいたします。 

　　この件数は、やっぱり関心のバロメーターということになると思うんですが、そういう感じ

でよろしいんでしょうか。町としてはどう捉えていますか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（熊谷英樹君）　令和６年度のふるさと納税の阿武急に対する補助金が全

体の1.2％、今年度はまだ途中ですが1.5％ということで伸びてきてございます。議員ご提案の

使い方が全国のファンに響いたのかなと感じております。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（小田部峰之君）　分かりました。ありがとうございます。今後も、ファンの支援の和を

広げていけるように、私も阿武隈急行線、阿武隈応援団というか、そういうものをちょっと私

も絡んでおりますので、そっちのほうで動いていきたいなとは思っております。ありがとうご

ざいます。 

　　それと、歩行者、自転車に優しいまちづくりです。交通指導隊と見守り隊を対象にした自転

車の交通安全指導方法に関する研修会、これは私も見守り隊をやっているもので、一応誘われ

て参加してまいりました。とてもいい講習会でした。 

　　実際、自転車の通るルールがよく分かっていなかったです。歩行者用の信号で渡る。それは、

歩道にいるときは歩行者用の信号でいいと。一緒に渡れるらしいんですね。車道にいるときは

車用の信号で通っていいらしいんですよね。だから、歩車分離の交差点なんか、どうしたらい

いのか、どっちがいいのかななんて、ちょっと悩みながら通っていましたけれども、本当にこ

ういう講習会はとてもいいものだと思いますので、継続して周知啓発、ルールのほうをやって

いただきたいと思っております。 

　　あとは駐輪スタンドです。駐輪スタンドは、別にトラブルが発生したことはないということ

で安心いたしました。調査研究をしていくということですけれども、あと、ちょっと一つ気に

なるところが新総合体育館の駐輪場なんですけれども、風がもろに当たって、とめれば必ず倒

れるんですよね。最初から倒してとめるようになるんですけれども、ばたばたと倒れているん
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ですよね、ほかの自転車も。あそこは早くつけたほうがいいのではないかななんて、ちょっと

思っていましたが、いかがでしょうか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（杉本龍司君）　総合体育館の駐輪スタンドについてなんですけれども、確

かに新総合体育館は、中学生の動線が変わって、部活動がない日とか長期休みとか、そういっ

たときは三、四十人が集団で自転車で、総合体育館を利用している形態は見受けております。

そこで、指定管理者の業者と、やはり駐輪スタンドも検討には入っております。 

　　ただ、駐輪スタンドの有効性を考えたときに、一つに安全性、トラブルがなければいいとい

う。だから、トラブルがなければ駐輪スタンドが必要ないとか、そういうことではなくて、や

はり未然防止も必要ですし、あとは「美」ですよね、環境美化、いわゆる駐輪場に行ったとき

に、自転車がきれいに並んでいるのと、ばらばらにとめているのとでは、やはり外見上もよく

ないということもありますので、そういったものを総合的に考えて、これから指定管理者とち

ょっと詰めていきたいなとは考えております。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（小田部峰之君）　分かりました。見た目もそうですし、また人の自転車と絡まって、取

るのに時間かかったなんて、そういうこともありましたので、できればそういう駐輪スタンド

というものがあればいいかなと思います。 

　　それと３点目、歩道の点検です。槻木地区の旧国道４号です。転んだという声が、あとハイ

ヒールのかかとが挟まったとか、そういう声がありますね。それと、おじいちゃん、おばあち

ゃんたちがカートを押して、何かコンビニまで行くらしいんですけれども、歩道ががたがたと

していて、車道の路肩を通るんだそうです。それではうまくないなと思って、こういうことを

出させていただきました。本当に、優先的に舗装改修工事をしていただけるということで安心

しました。どうぞよろしくお願いします。 

　　これはどういう計画で進めるものなんですか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤康弘君）　今、ちょうど槻木172号線、ご質問にある旧国道４号になりま

すけれども、こちらの歩道整備の計画ですが、まずは駅を起点に、その前後の歩道部分、車道

の間に、歩道内に側溝が設置しておりまして、側溝と民地の間、未舗装の部分が大分あります。

その部分を舗装することで、今の歩道、側溝、含めての幅員が大体１メートル未満、70センチ

とか80センチくらいですので、その部分舗装を1.5メートルくらいすると、２メートル以上の
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歩道幅員が舗装された状態で確保できますので、まずは駅を起点に、その前後を舗装しまして、

あとは側溝の段差、一部跳ね上がっていたりとか、ちょっと劣化によって欠けている部分など

もございますので、そういった部分補修をして、歩道の整備をしていきたいと考えております。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（小田部峰之君）　側溝のふたが跳ね上がっていたり、ちょっとがたがたとしていて、町

でも応急処置は時々していただいております。本当にありがとうございます。やっぱり抜本的

にきれいにしていただけたらと、みんなそれはずっと前から、私が議員になったときから言わ

れていたんですけれども、やっと今回こうやって動き出すことになって、本当に感無量でござ

います。 

　　それで、大体何年ぐらいかかるものなんですか。山寿商店さんまでやるというと。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤康弘君）　まずは新年度予算にこちらの整備費を計上させていただいてお

りますので、その部分についてはお認めいただければできるんですけれども、その後、全線と

なると、財政状況を毎年にらみながらの工事、進捗になりますので、具体に何年後とは、この

時点では申し上げられないところはあるんですけれども、可能な限り推進できるように頑張っ

ていきたいと思っております。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（小田部峰之君）　分かりました。 

　　ちょっと気になるものが電柱なんです。歩道の真ん中に立っているんですね。多分あれは通

信線の背の低い柱なんですけれども、電力の柱は縁石の並びに立っていて、そんなに支障には

ならないんですけれども、やっぱり電柱を何とかできないかなという声があります。通信線を

電力に添架するとか、または移動するとか、そういうことは町から申し出ることは可能なので

しょうか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤康弘君）　今、ご質問にありました槻木172号線の歩道内に設置してある

電力柱と電話柱、２種類ございます。今、ご質問にあったものは、歩道の真ん中にあるものは

電話柱ということで、調査したところ、約７本ほどあります。そのうち１本については光ケー

ブルの引込みというか、地中に埋設する設備も添架されているものがありますので、その部分

については今回、工事の進捗に合わせて、占用者、ＮＴＴになりますけれども、そちらと協議

をしまして、電力に添架になるか、そのまま支障のならない位置に移転になるか、工事に合わ
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せて協議を進めていきたいなと考えております。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（小田部峰之君）　町からそういうお願いをした場合は、料金はどうなっているんですか。

かかるんですか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤康弘君）　電力、ＮＴＴともに、移転の際の費用負担については協定を締

結しております。今回のような拡幅工事に伴って、換地から換地、例えば道路内から道路内に

移設する場合であれば、町の負担はゼロ、要は占用者の側が全て負担するというような形にな

りますので、町としては、その方向で協議を進めていきたいと考えております。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○６番（小田部峰之君）　分かりました。それが実現するとなると、すごくきれいな町並みにな

るのではないかなと期待しております。 

　　以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（石森靖明君）　これにて６番小田部峰之君の一般質問を終結いたします。 

　　ただいまから休憩いたします。 

　　10時30分再開いたします。 

　　　　　午前１０時１９分　　休　憩 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　午後１０時３０分　　再　開 

○議長（石森靖明君）　再開いたします。 

　　休憩前に引き続き一般質問を行います。 

　　９番平間幸弘君、質問席において質問してください。 

　　　　　〔９番　平間幸弘君　登壇〕 

○９番（平間幸弘君）　９番平間幸弘です。大綱２問、質問させていただきます。 

　　１問目、自転車交通ルールの遵守とマナー向上を。 

　　自転車は、幼児から高齢者まで幅広い層が多様な用途で利用できる、身近で環境に優しい交

通手段です。 

　　本町でも令和５年12月から実施した自転車用ヘルメット購入助成制度が成果を上げ、万が一

の際の負傷軽減に大きく寄与したものと考えております。 

　　さて、自転車も車両の一種であり、交通ルールの遵守をより徹底するため、本年４月１日よ
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り、16歳以上による一定の交通違反に対して「交通反則通告制度（いわゆる「青切符」）」が

導入されます。交通ルールの遵守は、最終的には本人次第ですが、全ての利用者はルールやマ

ナーを再認識し、周囲の車両や歩行者に十分な注意を払って事故防止に努める必要があります。

安全運転を心がけることは、自他共に命を守り、交通事故による被害を減らすことに直結しま

す。 

　　警察庁交通局が令和７年９月に発出した「自転車ルールブック」では、「青切符」の導入に

伴い、各ライフステージに応じた官民連携の交通安全教育を充実させることが示されています。 

　　そこで、本町として実施できる支援について３点伺います。 

　　１）町内の保育所・幼稚園及び小中学校における、自転車利用に関する教育カリキュラムの

現状はどうなっているのか。 

　　２）「青切符」の対象が16歳以上になることから、高校生が予期せず違反者となる事態を避

けるためにも、事前の教育が急務であると考えます。対象年齢に達する前の中学３年生に対し

て、自転車の乗車マナー向上を目的とした授業を実施すべきではないか。 

　　３）今回の制度改正には、町内全戸へのチラシやパンフレットの配布による周知は検討して

いるのか。 

　　大綱２問目、滝口町長の進退は。 

　　滝口町長は、町道富沢16号線の開通や柴田町総合体育館の完成など、本町の基盤整備に尽力

されました。 

　　また、子育て支援や水害対策に重点を置いた防災対策を精力的に進めてこられました。 

　　さらに現在、令和10年４月にオープンを控える新図書館を核としたにぎわい交流拠点の整備

が着々と進んでいます。 

　　今後の大きな課題である柴田消防署や学校給食センターの建て替えについても検討を進める

必要があり、加えて、現在進行中である各地区の圃場整備や町道四日市場１号線の整備につい

ても、その歩みを止めることはできません。 

　　このように、本町の諸課題や将来計画に対し停滞させることなく、切れ目のない行政運営を

断行してこられたことに深く敬意を表します。 

　　さて、町長として力強くかじ取りを担ってきた滝口町長ですが、本年７月に任期満了を迎え

られます。任期が迫る中、これまでの歩みを振り返っての現在のお気持ちと、今後の町政運営、

ひいてはご自身の進退についてどのようにお考えなのか、町長の見解を伺います。 

　　以上です。 
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○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。１問目の１点目、２点目、教育長、１問目の３点目、

２問目、町長。 

　　最初に、教育長。 

　　　　　〔教育長　登壇〕 

○教育長（古積裕一君）　平間幸弘議員からの質問、大綱１問目、自転車交通ルールの遵守とマ

ナー向上についてお答えいたします。 

　　１点目、町内の保育所・幼稚園及び小中学校における自転車利用に関する教育カリキュラム

の現状はについてですが、小中学校におきましては警察署等の協力を得て、年間の指導計画に

基づいて、年１回以上の交通安全教室を実施し、実技や講話を通じて指導を行っております。 

　　一方、保育所、幼稚園におきましては、園児の発達段階を考慮し、自転車の運転指導そのも

のは行っておりませんが、園外活動時などに交通ルールの習得や保護者への啓発に努めている

ところです。 

　　２点目、中学３年生に対し、自転車の乗車マナー向上を目的とした授業を実施すべきではな

いかについてですが、本町におきましては、これまでも全ての小中学校において警察署と連携

した交通安全教室を実施し、継続的な指導を行ってまいりました。 

　　今後の対応といたしましては、新たな授業枠を設ける形ではなく、既存の交通安全教室や全

校集会等での指導内容を中学生の発達段階に合わせて、一層充実させることで対応してまいり

ます。 

　　警察と連携して、青切符制度の仕組みや罰則規定のほか、違反者とならないための教育はも

ちろんのこと、自他共に命を守り、交通ルールの遵守と責任の自覚を促してまいります。 

　　以上でございます。 

○議長（石森靖明君）　次に、１問目の３点目及び２問目。町長。 

　　　　　〔町長　登壇〕 

○町長（滝口　茂君）　３点目、自転車への交通反則通告の制度を含む交通ルールの啓発を目的

としたチラシやパンフレットを町内全戸に配布することについては、近年のデジタル技術の進

展を受け、ウェブサイトやＳＮＳを活用した情報発信が有効であることから、町の公式ホーム

ページやＬＩＮＥ配信において、交通ルールに関する情報や自転車利用の安全対策を掲載し、

周知する予定でございます。 

　　さらに、地域への直接的な啓発活動としては、出前講座の開催や、春、秋の交通安全期間中

の街頭活動などを通じて、自転車の交通安全意識を高め、交通ルールの周知を効果的に図るこ
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とができると考えております。 

　　なお、内閣府、宮城県及び宮城県警から提供されるパンフレットやポスター等は、地域住民

の目に触れるような各生涯学習施設などへ設置いたします。 

　　今後も、自転車の安全利用促進に努め、地域の皆さんに安全・安心な交通環境の提供を目指

してまいりたいと思っております。 

　　大綱２点目、私の進退についてのご質問でございました。 

　　まず、感想です。これまでの町政運営の歩みを振り返れば、常に頭をよぎっていたのは、い

かに財源を確保して町政を運営するかということでございました。 

　　「政策は予算なり」。たとえ町民にとって耳障りのいいビジョンや政策を掲げたとしても、

財源の裏づけがなければ、絵に描いた餅、絵空事にすぎません。それでは首長としての責任を

果たすことはできません。 

　　また、地方自治体の予算編成は、「入るを計りて出ずるを制する」が基本であり、本来、町

民が納めていただいた税金以外の行政サービスはできません。 

　　それでは住民の暮らしを支え、地域を活性化することはできませんので、職員とともにアン

テナを高くし、国や県の補助金や有利な地方債等と一般財源を組み合せて投資的経費を確保し

てきたところでございます。 

　　しかし近年においては、税収は伸びているものの、社会保障費がそれ以上に増え、一般財源

が相当窮屈になってきております。それでも何とかやりくりしながら、財政再建の一歩手前で

踏みとどまっているのが現在の柴田町の財政状況でございます。 

　　さらに今後は、仙南地域広域行政事務組合における令和８年度から11年度にかけての白石消

防署の建て替えに約18億円、令和10年度から13年度にかけての柴田消防署の建て替えに約16億

円、令和12年度から15年度にかけて事務組合本庁舎及び大河原消防署の建て替えに約45億円が

現時点で予定されていること、また、みやぎ県南中核病院救急医療負担金、手術室増設に係る

負担金、分娩再開に係る支援金が今後要請され、柴田町にとって多額の支出となること、加え

て阿武隈急行株式会社に対する赤字補塡など、町長がコントロールできない歳出が今後大幅に

増えることから、本町の財政に対する不安が高まるばかりとなっております。 

　　こうした財政を取り巻く厳しい環境の中で、令和８年度の予算編成を行ったわけですが、歳

入と歳出の乖離が大きく、それを埋めるために財政調整基金及び町債等管理基金から７億

4,750万4,000円、ふるさと柴田応援基金から３億4,696万5,000円、合計10億9,446万9,000円を

取り崩さざるを得ませんでした。 
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　　その結果、財政調整基金及び町債等管理基金の現在高は11億2,886万8,000円、ふるさと柴田

応援基金の残高は５億1,401万9,000円となり、これは３年ももたずに財政調整基金が枯渇して

しまうペースとなっております。 

　　これまでの取崩しが、令和６年度当初予算の９億3,899万4,000円、令和７年度当初予算で９

億6,068万8,000円でしたので、財政はさらに硬直化し、令和11年度までは一般財源だけで新し

い事業やサービスの提供はほとんどできない財政状況でございます。 

　　今、私が考える最大の関心事は、令和８年度当初予算を議会や町民の皆様に理解していただ

き、成立させることにありますことをご理解いただきたいと思います。 

　　以上です。 

○議長（石森靖明君）　平間幸弘君、再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君）　子どもたちに対してのは、自転車であり、幼稚園とコウシャとしての交

通ルールというのは理解できました。 

　　ただ今回、私がちょっと重点を置いているのは16歳からの青切符ということで、中学３年生

の学年に対しての集中的なカリキュラムというか、授業を行えないかと考えているところです。

年に１回やっているということなんですけれども、例えば小学生も自転車通学、たしか自転車

をみんなで持ってきて、やっていたと思うんですが、中学生に対しての交通ルールの指導と、

これはどういう形で行われているのか。お願いいたします。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（小林威仁君）　中学校につきましては、大河原警察署の方が来ていただいて、

講師となって、自転車を含む交通安全全般についてのお話をしていただいているという状況で

ございます。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君）　文科省の資料から、「安全な通学を考える～加害者にもならない～ワー

クシート」というものが多分あると思うんですが、この辺に対しての、これに基づいた授業と

かカリキュラムは行われているんでしょうか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（小林威仁君）　それに基づいたカリキュラムではないと思います。あくまでも

警察の方からの講話という形になっております。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君）　そうすると、文科省の指導のポイント、ワークシート、安全な通学を考
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える、これは実施されていないということでよろしいですか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（小林威仁君）　ちょっと詳細までは把握しておりませんけれども、当然通学の

際の注意すべき点なんかも含めて、全般的な交通安全の指導をいただいているというところで

ございます。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君）　交通違反にならないというよりも、自転車の事故は何か増えているとい

うことなんですが、やっぱり加害者にならないための教育、これが交通ルールを守る上では一

番大事なのかなと思うんですが、こういった文科省の出しているワークシートを使った指導、

こういうものをこれから実施していく予定はあるんですか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（小林威仁君）　やはり加害者になり得るということでございますけれども、他

者の命を尊重する意識づけというものは非常に教育の中では重要なところでございます。そう

いった事故の被害者、加害者になった事例なんかを授業とか、そういった講話の中で取り上げ

て、命の尊さを学ぶ、そういった教育を展開していきたいと考えております。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君）　前向きな答弁をいただきました。義務教育の最後の年ということでもあ

る中学３年生、単なる講習ではなくて、やっぱり加害者になった際の民事責任、それから賠償

責任等についても触れるなど、社会人一歩手前としての自覚を促す踏み込んだ内容を検討すべ

きではないかなと思っているところです。 

　　例えば、ＰＴＡ等と連携し、保護者の啓発もセットで行う考えはないですか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（小林威仁君）　法改正につきましては、既に令和７年度から取り組んでいる学

校もあります。警察署からプリントを頂いて、保護者、全校生徒に周知しているところもあり

ますし、小学校におきましても学校便り、あるいはＰＴＡの懇談会などで警察のリーフレット

を周知しているというところもあります。 

　　１つ、ちょっとご紹介させていただきますと、今月、３月14日土曜日に、おもてなしクリー

ン大作戦があります。桜まつりを控えて、都市建設課が担当なんですけれども、町内の企業、

関係者、あと町民の方々がおもてなしということで白石川をきれいにするものですけれども、

そのときに船岡中学校のボランティアの子どもたちが大河原警察署と合同で、その会場で法改
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正の街頭キャンペーンを行うことになっております。平間幸弘議員も毎年参加していただいて

いるということですので、ぜひ子どもたちの様子を見ていただいて、お声がけしていただけれ

ばと思っております。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君）　３月14日にそういった催しがあるということなんですが、クリーン作戦

には私も参加させていただきますけれども、多分子どもたちが全員来るわけでもないでしょう

から、そこはやっぱり全体に拡散できるような、交通ルール、対応をしていただければいいか

なと思うところです。 

　　例えば、もう一つなんですが、青切符導入により、いろいろ厳罰化が進むことから、終了し

ているヘルメットの購入助成制度、期間限定でもいいので、再度実施はできないのか。そうす

ることで、ソフト面とハード面への両方から町民を守ることができると考えているんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（熊谷英樹君）　現段階では考えてございません。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君）　考えていないということなので、これ以上は突っ込みませんけれども、

ハードとソフト、両方合わせて、子どもたちの命を守る、そして子どもたちが事故に遭わない

ための、そういった教育を続けていただければなと思うところです。 

　　それでは、大綱２問目に移らせていただきます。 

　　町長の回答は、まずは８年度の予算成立を目指しておられるということで、３月というこの

時期に、町長に対して進退を聞くというのは、ちょっとまだ早いのかなとは感じたところでご

ざいます。 

　　ただ前回、６月に進退を確認させていただきましたが、私、一般質問をする当日の朝に新聞

発表になって、私の質問がするっと滑ったこともありました。できれば早めにその辺、進退を

表明されてはいかがなのかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口　茂君）　先ほど回答したとおり、まず予算というものが一番、町政運営の要なん

ですね。それを議会の皆さんに了解していただくということで、大きな責任をまず果たせます

ので、まずはそこに全力を挙げるということが今の段階でございます。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 
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○９番（平間幸弘君）　今回の８年度の予算成立が一番大きな目標ということでございます。 

　　例えば、町長の答弁にちょっと突っ込ませていただきますけれども、財政調整基金、現在11

億2,800万円ということなんですが、町長の目指す財政調整基金の残高は15億円と伺っており

ます。この辺の、戻す策というものは今後考えられているのか。財政調整基金を15億円に戻す

と、どのように考えておられるのか伺います。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口　茂君）　今回の３月会議で財政課長が補正予算を説明した際に、繰戻しがありま

すということで、財政調整基金と減債基金、合わせて18億円まで戻せましたと報告いたしまし

た。ということは、前年度20億円持っておりますので、あと約２億円、専決処分、それから決

算で戻ってくれば前年度並みを確保できると。そういう財政構造がこれから続いていけば、令

和７年度と同じような事業ができると。 

　　ただし、問題が２つございまして、仕事をすればするほど後年度、11年度まで償還、15億円

台、12年度から13、12と下がっていきますが、12年度からの下がり具合の伸びが少なくなって

くるということになります。 

　　一番、柴田町の財政で大変なのは、実は現金が伴う支出が大変だと。それも、町長がコント

ロールできないというところに問題があるということを理解していただきたい。 

　　今回、追加で社会保障、それから中核病院への負担金、それから仙南地域広域行政事務組合

のデータ、お手元に届いているでしょうか。届いていますね。それを見てもらうと分かるとお

り、コントロールできない予算がどんどん増えていくということが１つ。 

　　それから問題なのは、中核病院の救急医療の負担金なんですが、本来、仙南でまとまって、

救急医療に関しては赤字になるのですかね、やらなければならないんですが、何とか川崎、蔵

王、七ヶ宿まで入っていただきましたけれども、白石と丸森は入らないということになります。 

　　救急医療は利用者が利用すればするほど、その赤字分を負担するということになります。と

いうことになりますと、人口が一番多い柴田町がこれから相当負担しなければならないと、救

急を。今度は手術室を増やしますと、さらに分娩室を増やしますと、こういう格好なので、先

ほど言ったように、現金が足りないのに、現金を要求されるということになると、にっちもさ

っちもいかなくなってくると。 

　　今回、公共事業、大分１億3,000万円ぐらい、できたのは、ほとんど100％、それか90％の起

債を使っているので、令和７年度と大きく違うのはそこなんですね。 

　　ですが、常にトップというものは今現在の予算も考えますけれども、将来の仙南広域の負担
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金、阿武隈急行の負担金、中核病院の負担金、それがどのぐらい来るか頭の中に入れて、そし

て財政を破綻させないようにするということが町長の責務でございます。 

　　昨日の、白内議員と夢の話をしましたけれども、夢は夢でいいんですが、夢を実現するのが

私たち執行部の仕事なんですね。その辺はいつも言っているとおり、政策は予算、予算は財源、

これがいっぱいあるのであればいいんですけれども、それがないものですから、まずは当初予

算、最大限、皆さんからの要望についてはできる限り反映させたつもりですので、ご理解いた

だければなと思っております。 

　　以上です。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君）　答弁ありがとうございます。そうすると、町長が今おっしゃったことも

含めて、令和８年度の当初予算を成立することが最大の、今抱えている解決しなければならな

いということなんですが、そうすると３月会議が終わったら進退を表明されるということでよ

ろしいでしょうか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。町長。 

○町長（滝口　茂君）　予算が通った後に、自分の進退について考えて表明する時期が恐らく来

るだろうと思っております。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○９番（平間幸弘君）　では、以上で私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（石森靖明君）　これにて９番平間幸弘君の一般質問を終結いたします。 

　　ただいまから休憩いたします。 

　　11時15分再開いたします。 

　　　　　午前１０時５８分　　休　憩 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　午後１１時１５分　　再　開 

○議長（石森靖明君）　再開いたします。 

　　休憩前に引き続き一般質問を行います。 

　　13番佐々木裕子さん、質問席において質問してください。 

　　　　　〔13番　佐々木裕子君　登壇〕 

○13番（佐々木裕子君）　13番佐々木裕子です。大綱１問、質問させていただきます。 

　　リチウムイオン電池の回収と広報は。 
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　　多様化する現代生活において、様々な電化製品が生活の中で利用されています。戦後の高度

経済成長期においては、白黒テレビ、冷蔵庫、洗濯機が生活における「三種の神器」と呼ばれ

ていましたが、現代ではドラム式洗濯乾燥機、食洗機、ロボット掃除機が「新たな三種の神

器」として普及しているとのことです。 

　　これらの共通点は、中・大型電化製品であり、長年使用して寿命が訪れた際には販売店やリ

サイクル業者に回収され、再資源として社会の中で循環することになります。 

　　一方、生活の中で利用されている小型家電製品の種類は近年急激に増加し、スマートフォン

をはじめ、ハンディファン、加熱式タバコ、電気シェーバー、コードレス掃除機などが挙げら

れます。これらに多く共通することは、その動力源を充電式のリチウムイオン電池としている

ことであり、その手軽さから急速に普及していることは周知の事実です。 

　　しかしながら、リチウムイオン電池の回収や廃棄については課題が多く、特に廃棄物処理施

設においてリチウムイオン電池が原因の火災事故が全国で頻発しています。昨年８月15日に、

蔵王町に位置する仙南リサイクルセンターでリチウムイオン電池が原因と思われる火災が発生

したことは記憶に新しいものです。 

　　環境省が令和７年12月に「リチウムイオン電池総合対策パッケージ」として、令和12年まで

に重大火災事故ゼロ、十分なリサイクル体制の構築を示したことから、柴田町も率先して取り

組むことが急務と考えられます。 

　　そこで、リチウムイオン電池の効率的な回収、リサイクル率の向上の観点から質問いたしま

す。 

　　１）町のホームページには、リチウムイオン電池のみならず、充電式電池（ニカド電池・ニ

ッケル水素電池）、コイン電池、ボタン電池、電化製品類バッテリーは集積所に出すことがで

きないため、町民環境課窓口に持参するよう記載があります。なぜ集積所に出すことができな

いのでしょうか。 

　　千葉県市原市では令和７年10月から市内約8,500か所の全ゴミステーションで回収を始める

などの先進事例もあります。高齢世帯が増加する状況を鑑みても、役場にその都度持参するこ

とは簡便な回収方法とは言えず、集積所での回収が有益であると考えますが、町の見解を伺い

ます。 

　　２）膨張や破損したリチウムイオン電池は、メーカーの自主回収対象外となることが多く、

結果として各家庭に放置されていることが散見されます。発火や発煙、ひいては火災の原因と

なるような状況は改善すべきと考えますが、町の見解を伺います。 
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　　３）一般的にどのような製品にリチウムイオン電池が内蔵されているのか、町民にとっては

分かりにくいのが現実ではないでしょうか。 

　　そこで、リチウムイオン電池単体だけではなく、電池が入っている製品そのものの写真やイ

ラスト等を交えた分かりやすいパンフレット等の作成と配布が必要であると考えますが、町の

見解を伺います。 

　　以上、答弁願います。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。町長。 

　　　　　〔町長　登壇〕 

○町長（滝口　茂君）　佐々木裕子議員、リチウム電池の回収、大綱１点でございます。３点ご

ざいました。 

　　まず、なぜ集積所に出すことができないのかということです。 

　　リチウム電池類の取扱いについては、令和７年４月15日の環境省通知を受け、令和７年９月

に仙南地域広域行政事務組合と仙南２市７町の衛生担当者会議において、住民にとって、より

利便性の高い分類・分別回収方法の基本的考え方について検討を始めました。会議においては、

リチウム電池の分け方、出し方、収集方法について、１つに、リチウムイオン電池類を対象と

したごみ区分の新設、２つに、専用の指定収集袋の導入などの検討案が出され、同年10月に検

討案について仙南２市７町へのアンケート調査を実施しました。 

　　それを受けて、同年11月に衛生事務主管課長会議を開催し、今後のリチウムイオン電池類の

取扱いについては、集積所での回収は安全性、運用面での懸念が多いことから、今後は検討か

ら除外し、これまでと同じ既存の市町が管理する施設での回収の強化を軸に検討を進めること

になった経緯がございます。 

　　今後、町としては、さらなる利便性を図るため、町内の生涯学習施設に回収ボックスを設置

することで、リチウムイオン電池を容易に回収できるように検討してまいります。 

　　２点目、破損したリチウムイオン電池です。 

　　町では、膨張、破損したリチウム電池でも町民環境課の窓口で回収しておりますが、町民の

皆様には情報が行き届いていない面もありましたので、町のホームページやお知らせ版、出前

講座などを通じて、周知の機会を増やしてまいります。 

　　３点目、佐々木議員おっしゃるとおり、一般的にどのような製品にリチウムイオン電池が内

蔵されているか分かりにくいと思っております。主に、電池の取り外しができない充電式製品、

例えばスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、コードレス掃除機、電気シェーバ
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ー、ハンディ扇風機、加熱式たばこなど、そのほとんどにリチウムイオン電池が使用されてい

ると言っても過言ではありません。 

　　今後は、町のホームページに対象となる製品の写真等を掲載し、より分かりやすい情報を提

供するとともに、仙南地域広域行政事務組合と連携しながら、パンフレット等の作成と頒布を

行ってまいります。 

　　以上です。 

○議長（石森靖明君）　佐々木裕子さん、再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（佐々木裕子君）　答弁ありがとうございました。前向きに、ほとんどやっていただける

というようなことで、今答弁をいただきました。その中で、何点かご質問させていただきます。 

　　リチウムイオン、出し方については今、生涯学習施設の、そういうところにも入れていただ

けるということで、改めて確認したいと思います。どこどこになりますか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（犬飼美江子君）　まだ担当課とそんなに詰めてはいないんですけれども、生涯

学習施設というところになりますと、槻木生涯学習センター、船迫生涯学習センター、船岡生

涯学習センター、あとは西住公民館、船迫公民館、改善センターなどと、ちょっと今のところ

考えているところですが、まだ施設とも調整が必要ですので、今後また検討していきたいと考

えてございます。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（佐々木裕子君）　今、考えていくというか、場所ですね。いつ頃までにお考えをまとめ

て、あと、こういうチラシとか、そういうものもやっていただけるのかどうか。その辺、お伺

いいたします。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（犬飼美江子君）　こちらは、実は佐々木議員から質問がございまして、今まさ

に担当課と話を進めているところでございましたので、なるべく早めのほうで設置できるよう

に検討してまいりたいと考えてございます。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（佐々木裕子君）　ありがとうございます。では、なるべく早くやっていただけるような

環境づくりに尽力いただければと思います。 

　　それで、１点だけ、外出できない方とかいらっしゃると思うんですけれども、高齢者だった

り、障がい者の方だったり、そういう方のために特別に回収方法なんていうものは、これから
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検討する予定などありますか。その辺、お伺いしたいと思いますけれども。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（犬飼美江子君）　申し訳ございません。今のところ、そこまではちょっとまだ

検討できていないところでございました。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（佐々木裕子君）　やっぱりそういう方々もいらっしゃると思うので、個別回収というの

も大変なので、区長さんとかそういう方々にちょっとお願いして、そういう方のものを回収し

ていただくような、そういう方法も一つのあれかなと思うんですけれども、その辺も頭に残し

ておいて、ちょっと考えていただければと思います。 

　　今、答弁いただきました中では、これからパンフレット等もより分かるような感じで、あと

ホームページの中にも出していただけるということなので、パンフレットなどはお知らせ版と

か、それから回覧板で回していただけるのかどうか。その辺、１点お伺いいたします。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。町民環境課長。 

○町民環境課長（犬飼美江子君）　回覧板というところでは、配布はしないというところで、町

の方向性でもございますので、まずはこちらで答弁させていただきましたとおり、ホームペー

ジやお知らせ版というところで考えてまいりたいと思います。 

　　ただ、パンフレットというところで議員からお話がありましたけれども、ごみの出し方、分

け方というところで、パンフレット、仙南広域で出している冊子があるんですけれども、そち

らにつきましては令和９年４月改訂というところで、今進めているというところですので、こ

ちらは全戸に配布をさせていただくような形になる予定でございます。 

○議長（石森靖明君）　再質問ありますか。どうぞ。 

○13番（佐々木裕子君）　おいおい高齢者も増えてくることなので、今回こういうことも、今、

高齢者の方が１人で出せないような状況の人の件について伺わせていただいたんですけれども、

今答弁いただいた中では、きちっとやっていただけるような形で答弁いただきましたので、こ

れを少しでも早く皆さんに分かりやすいパンフレットとかも見られるような形にしていただけ

ればと思います。 

　　私の質問はこれで終わります。ありがとうございました。 

○議長（石森靖明君）　これにて13番佐々木裕子さんの一般質問を終結いたします。 

　　以上で一般質問通告に基づく予定されていた質問は全部終了いたしました。 

　　これをもって一般質問は終結いたします。 
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　　　　　日程第３　議案第６５号　柴田町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定め 

　　　　　　　　　　　　　　　　　る条例 

○議長（石森靖明君）　日程第３、議案第65号柴田町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定める条例を議題といたします。 

　　本件の提案理由は既に説明済みであります。 

　　これより質疑に入ります。質疑ありませんか。３番平間康弘君。 

○３番（平間康弘君）　３番平間康弘です。 

　　まず、３ページの特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例で、本町におい

て特定乳児等通園支援事業の対象となる児童は何名となりますか。 

　　また、対象児童のうち保育所に入所している児童は何名となるでしょうか。質問いたします。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（真嶋朱美君）　まず初めに、乳児等通園支援事業者の対象者ですけれども、

12月会議の時点でもお話しさせていただきましたが、児童福祉法において、保育所、その他、

小規模保育施設等に通園していないお子さんが対象となりますので、概算ではあるのですけれ

ども、今年２月末時点でゼロ歳６か月から２歳までのお子さん約425人に対して、保育所等の

いずれかの施設に入所が決まっているお子さん288名を引きますと、137名が、この事業の対象

者ということになります。 

○議長（石森靖明君）　再質疑ありますか。どうぞ。 

○３番（平間康弘君）　そうすると、認定となる保育所というか、認定事業所、こちらは大体、

事業所の数というものは幾つぐらいを検討していますか。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。子ども家庭課長。 

○子ども家庭課長（真嶋朱美君）　町内のということでよろしいですか。（「はい」の声あり）

今年に入ってから、各私立事業所に確認しまして、希望する事業所はございませんので、公立

保育所、槻木保育所１か所から、まず４月１日から事業をスタートすることになります。 

○議長（石森靖明君）　再々質疑ありますか。（「分かりました。ありません」の声あり） 

　　ほかに質疑ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　これをもって質疑を終結いたします。 

　　これより討論に入ります。討論ありませんか。 
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　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　討論なしと認めます。 

　　これより議案第65号柴田町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の採決

を行います。 

　　お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（石森靖明君）　起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第４　議案第６６号　柴田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を 

　　　　　　　　　　　　　　　　　定める条例の一部を改正する条例 

○議長（石森靖明君）　日程第４、議案第66号柴田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

　　本件の提案理由は既に説明済みであります。 

　　これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　質疑なしと認めます。 

　　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　討論なしと認めます。 

　　これより議案第66号柴田町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の採決を行います。 

　　お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（石森靖明君）　起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第５　議案第６７号　柴田町公告式条例の一部を改正する条例 

○議長（石森靖明君）　日程第５、議案第67号柴田町公告式条例の一部を改正する条例を議題と

いたします。 

　　本件の提案理由は既に説明済みであります。 

　　これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　質疑なしと認めます。 

　　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　討論なしと認めます。 

　　これより議案第67号柴田町公告式条例の一部を改正する条例の採決を行います。 

　　お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（石森靖明君）　起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第６　議案第６８号　柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

○議長（石森靖明君）　日程第６、議案第68号柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

　　本件の提案理由は既に説明済みであります。 

　　これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　質疑なしと認めます。 

　　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　討論なしと認めます。 

　　これより議案第68号柴田町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の採決を行います。 

　　お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（石森靖明君）　起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第７　議案第６９号　柴田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

○議長（石森靖明君）　日程第７、議案第69号柴田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

を議題といたします。 

　　本件の提案理由は既に説明済みであります。 

　　これより質疑に入ります。質疑ありませんか。15番広沢真君。 



１９３

○15番（広沢　真君）　事前に質疑通告も出しているんですが、子ども・子育て支援負担金のこ

とについて伺うんですが、最初の通告で、税金なのかどうかと尋ねていますが、国が明確に保

険料だと言っているので、そこは省いて、ただ実質、税でいう新たな均等割ではないかと私は

考えているので、そのあたりについてどう捉えているか伺いたいということが第１点。 

　　それから、もし、その扱いにとって、定額ですので、税と一緒に集めるということもあって、

累進性という点で、高額所得者も低所得者も同額の負担ということであれば、逆累進性を持つ

のではないかと考えるんですが、そのあたりをどう捉えておられるでしょうか。 

　　そして、そうだとすれば、低所得者層に対する影響があると思うんですが、どのように捉え

ているか。 

　　以上、伺いたいと思います。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長（渡辺　潤君）　広沢議員からご質問がありました、新たな負担、均等割ということ

なんですけれども、新たな負担とはなります。 

　　そして、累進課税の原則に照らしてどう捉えているかということなんですけれども、個人ご

との均等割額、世帯ごとの平等割額が課税されますが、ほかにも所得に応じて課税される所得

割の課税項目もございます。制度上、均等割額、平等割額もございますが、所得が多い方がよ

り多く課税されますので、累進課税、応能負担がされているとは考えております。 

　　累進課税とは考えておるんですけれども、低所得者に対する影響なんですが、低所得者層に

対しては新たな国保税が賦課されることになりますので、負担が増えることについては心苦し

く思っておるんですけれども、収入が少なく、所得がない、少ない家庭の場合は、定められた

軽減制度がございます。２人世帯で７割軽減となった場合は、子ども・子育て支援納付金課税

額につきましては年額3,400円が1,000円となります。2,400円軽減される制度がございますの

で、ご理解いただくよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（石森靖明君）　再質疑ありますか。どうぞ。 

○15番（広沢　真君）　逆累進性を持ちながら、一定の負担軽減策もされているということなん

ですけれども、これは保険料と国保税、一緒に集めるということだと思うんですけれども、万

が一、滞納が生まれた場合の対応を伺いたいと思うんですが、国民健康保険だと、保険税か保

険料かというものは自治体の裁量で、どちらの制度を利用するか選ぶことができます。 

　　この場合の一番大きな違いというか、一番目立つ違いは、国保税だと徴収の時効が５年です。

保険料だと、たしか２年だと思います。ほとんどの自治体が国保税を選んでいると思いまして、
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宮城県内だと、たしか仙台市ぐらいが保険料として徴収していると思うんですが、この場合、

どのように捉えて、例えば積み重なっていく滞納額の中で、時効が違う数字があるんですが、

その時効が過ぎた分を軽減して徴収していくのかどうかと、一つ事務的な手続の問題です。 

　　それから当然、国保税の滞納する場合の、滞納者の場合は連動するわけですけれども、その

中で、子ども・子育て支援負担金についての滞納があると判断された場合に、子育て支援を受

けるときのサービスが制限されるのかということの懸念があります。 

　　健康保険の場合、例えば柴田町だと、滞納があっても分納誓約に応じて、そして面談に応じ

るとなってくれれば、非常に丁寧な対応をされていることは存じておりますが、そのあたりで

子育て支援のサービスを受けることに制限を受けるのかどうかという懸念があるので、伺いた

いと思います。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長（渡辺　潤君）　保険料と保険税なんですけれども、大きな都市、政令指定都市なん

かでは保険料を選ばれているようです。柴田町はずっと税でやってきたんですけれども、どの

ような基準になるのかということは課の職員とちょっと話していたところでして、確認してい

きたいなと考えていたところでした。 

　　広沢議員からありました、保険税と、料になりますと、時効の年限が違うというところはあ

ります。町といたしましては、滞納されている方には催告とか誓約を結ぶことによって、時効

が過ぎたから自動的に債権が消滅するものではないという形なんですけれども、その場合、軽

減していくのかというところなんですけれども、そこは財産調査ですか、収入とか、あと給料

とか、そういうものをしっかり確認いたしまして、支払い能力がないと判断されれば執行停止

や不納欠損処分をしていくという流れになります。 

　　サービスの制限というところなんですけれども、支払い納付金は県を経由して国に納付する

ような形にはなるんですが、そのような形でサービスが制限されることはないと考えておりま

す。 

○議長（石森靖明君）　再々質疑ありますか。 

　　ほかに質疑ありますか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　これをもって質疑を終結いたします。 

　　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　まず、原案反対の方の発言を許します。15番広沢真君。 
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　　　　　〔15番　広沢　真君　登壇〕 

○15番（広沢　真君）　15番広沢真です。 

　　私は本議案に対して反対をしますが、そもそもの子ども・子育て支援金制度に対しての反対

の立場を取っていますので、その立場からの反対を表明して、討論に参加したいと思います。 

　　いつもはメモなんかは書かないんですが、余計なことをしゃべりそうなので、メモを参照し

ながらしゃべりますので、ご了承ください。 

　　今の質疑を聞いたとおり、柴田町に落ち度があるとは考えていません。ただ、今回の子ど

も・子育て支援金制度が出されてきたときの議論、そもそも子ども・子育て支援が社会保障な

のか、それとも相互扶助なのかという議論から始まって、最終的に国会の議論で、与党のみの

賛成で決まったと記憶しています。 

　　私の考え方ですが、子育て支援は子どもの出生率などを考えても国策の根幹に関わるもので

あり、本来、社会保障制度として国が責任を負うべきものと考えています。当然、従前どおり

の国の一般会計で財源を充てて、当たるべきだと考えています。 

　　特に、消費税を導入して以来、一貫して国の主張は、社会保障の財源だと言ってきているわ

けですから、度重なる税率のアップのときにも社会保障の財源だということを一番の理由にし

て言っているものです。その財源を使って、国民に新たな負担を求めてまで子育て支援をする

のではなく、一般財源で工面して子育て支援をするべきだと考えています。 

　　子育て支援負担金制度が導入されたことによって、公金の負担が後退することは絶対に許さ

れないと考えます。 

　　それから２点目ですが、先ほどの質疑で確認したとおり、一定部分の救済措置はあるものの、

逆累進性を持っています。そして、これまで負担していなかったものの、新たな負担が生まれ

るという点で、高所得者より低所得者に関する対する負担が増えることは間違いありません。

このことにより、お金がある、なしで、子育てに格差が生まれても絶対にいけないと考えます。 

　　そもそも国が言うような平等な制度、負担等に重くなる、軽くなるということがある時点で

も平等ではないと考えています。 

　　大まかに言えば、以上のような２点から、本条例の根幹の制度である子ども・子育て支援金

制度に対して、私は反対の立場を取り、本議案についても町の瑕疵はないとしても、制度その

ものに反対という立場で本議案に反対したいと思います。 

　　同僚議員のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（石森靖明君）　次に、原案賛成の方の発言を許します。14番髙橋たい子さん。 
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　　　　　〔14番　髙橋たい子君　登壇〕 

○14番（髙橋たい子君）　14番髙橋たい子です。 

　　議案第69号柴田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論

を行います。 

　　子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和６年６月12日に公布され、子育て支援

金制度が創設されました。それにより、児童手当支給対象年齢の延長や、妊婦を支援する給付

金などを行うための財源として、全ての医療保険から保険税と合わせて徴収することは理解す

るものであります。 

　　令和７年の出生数を見ますと、全国で70万5,809人となり、10年連続で減少しております。

そして、今年の出生数は60万人を割り込む可能性が予測されているなど、少子化が一段と加速

する見通しとなっているようでございます。 

　　そのような中、少子化対策の施策を継続的に実施するためには、安定的な財源を確保しなけ

ればなりません。その財源となる今回の条例改正は必要なものであると理解をいたします。原

案のとおり賛成するものでございます。 

　　同僚議員の賛同をお願いいたします。 

○議長（石森靖明君）　ほかに討論ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　これをもって討論を終結いたします。 

　　これより議案第69号柴田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の採決を行います。 

　　お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（石森靖明君）　起立多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第８　議案第７０号　課設置に関する条例の一部を改正する条例 

○議長（石森靖明君）　日程第８、議案第70号課設置に関する条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

　　本件の提案理由は既に説明済みであります。 

　　これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　質疑なしと認めます。 
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　　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　討論なしと認めます。 

　　これより議案第70号課設置に関する条例の一部を改正する条例の採決を行います。 

　　お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（石森靖明君）　起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第９　議案第７１号　柴田町道路占用料条例の一部を改正する条例 

○議長（石森靖明君）　日程第９、議案第71号柴田町道路占用料条例の一部を改正する条例を議

題といたします。 

　　本件の提案理由は既に説明済みであります。 

　　これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　質疑なしと認めます。 

　　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　討論なしと認めます。 

　　これより議案第71号柴田町道路占用料条例の一部を改正する条例の採決を行います。 

　　お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（石森靖明君）　起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第１０　議案第７２号　柴田町介護保険条例の一部を改正する条例 

○議長（石森靖明君）　日程第10、議案第72号柴田町介護保険条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

　　本件の提案理由は既に説明済みであります。 

　　これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　質疑なしと認めます。 
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　　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　討論なしと認めます。 

　　これより議案第72号柴田町介護保険条例の一部を改正する条例の採決を行います。 

　　お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（石森靖明君）　起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　　ただいまから休憩いたします。 

　　午後１時15分再開いたします。 

　　　　　午前１１時５５分　　休　憩 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　午後　１時１５分　　再　開 

○議長（石森靖明君）　再開いたします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第１１　議案第７３号　令和７年度柴田町一般会計補正予算 

○議長（石森靖明君）　次に、日程第11、議案第73号令和７年度柴田町一般会計補正予算を議題

といたします。 

　　本件の提案理由は既に説明済みであります。 

　　これより質疑に入ります。 

　　質疑は、まず予算総則、繰越明許費補正、債務負担行為補正、地方債補正並びに86ページか

らの給与費明細書、債務負担行為に関する調書及び地方債に関する調書を含め、総括と歳入を

一括といたします。 

　　歳出については、まず、１款議会費69ページから４款衛生費77ページまで、次に、６款農林

水産業費78ページから12款公債費85ページまでといたします。なお、質疑に当たっては、ペー

ジ数を示して行ってください。 

　　まず、予算総則、繰越明許費補正、債務負担行為補正、地方債補正並びに86ページから給与

費明細書、債務負担行為に関する調書及び地方債に関する調書を含め総括と歳入の質疑を許し

ます。質疑ありませんか。４番笠松均君。 

○４番（笠松　均君）　４番笠松均です。 

　　ページ数につきましては72ページ。（「まだ」の声あり）失礼しました。 
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○議長（石森靖明君）　質疑ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　質疑なしと認めます。これで予算総則、繰越明許費補正、債務負担行為

補正、地方債補正並びに86ページからの給与費明細書、債務負担行為に関する調書及び地方債

に関する調書を含め総括と歳入の質疑を終結します。 

　　次に、歳出の質疑に入ります。 

　　まず、69ページの議会費から77ページの衛生費に対する質疑を許します。質疑ありませんか。

６番小田部峰之。 

○６番（小田部峰之君）　６番小田部峰之です。 

　　73ページの国勢調査事務の減額、額は少ないんですけれども、この要因、理由は何でしょう

かという質疑です。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（熊谷英樹君）　２款５項１目国政調査事務の減額となります。インター

ネット回答率も増えたことも一因ですが、184名の調査員が丁寧な国勢調査をしていただいた

こと、そして町職員、会計年度職員を含めて、迅速かつ正確な審査を行った結果でございます。 

○議長（石森靖明君）　再質疑ありますか。（「ないです」の声あり） 

　　ほかに質疑ありませんか。４番笠松均君。 

○４番（笠松　均君）　４番笠松均です。やり直します。 

　　72ページです。２款、11目18節負担金、補助及び交付金でございます。定額減税し切れなか

ったと見込まれる方への不足給付金、これは7,400万円近いんですけれども、この理由につい

てご説明お願いいたします。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。税務課長。 

○税務課長（渡辺　潤君）　笠松議員から質問がございました２款１項11目18節の、定額減税し

切れないと見込まれる方の不足給付金、減額となった理由をご説明させていただきます。 

　　こちらの不足給付金事業だったんですけれども、システム構築委託の予算をお認めいただき

まして、対象件数、対象金額の把握に努めたところでございました。国から確定した仕様書、

対象者の詳細など、その辺が令和７年６月下旬頃にございまして、９月の補正予算要求締切り

までに件数とか金額を把握することができなかった状況にございました。推計で要求せざるを

得なかったというところで、ベンダーに、対象者は何人の該当になるんだと確認をしたところ、

5,200件くらいになりますという話をいただきまして、ちょっと心もとないなと思ったところ
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で、税務課といたしましては5,500人の平均で３万6,000円支給されるということで予算を要求

させていただいたところだったんですけれども、実際決算になりましたら4,205件ということ

で、1,300件、件数が少なかったということと、あと支給額の平均が３万300円ということで、

こちらも5,700円少なく終わってしまったということで、こちらの乖離で予算が余ってしまっ

たものですから、減額の補正予算をお願いしたところです。 

○議長（石森靖明君）　再質疑ありますか。（「ないです」の声あり） 

　　ほかに質疑ありませんか。16番白内恵美子さん。 

○16番（白内恵美子君）　白内です。 

　　70ページの２款１項５目12節、70ページの上から４段目、委託料、第７次柴田町総合計画策

定支援業務委託料減額の説明をお願いします。 

　　それから、71ページの財産管理費の21節、庁舎駐車場支障電柱移設補償の説明をお願いしま

す。ここまでです。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（熊谷英樹君）　２款１項２目委託料、総合計画策定委託料ですが、こち

らは入札による請差となります。 

○議長（石森靖明君）　続いて、財政課長。 

○財政課長（大山　薫君）　では、71ページ、21節の庁舎駐車場支障電柱移設補償でございます。

こちら庁舎の南側のところの、中庭の駐車場の南側に今、砂利敷きの駐車場があるんですけれ

ども、そちらにちょっと既設の電柱が１本あるわけでございます。そちらにつきまして、庁舎

の附属設備の工事の中で移設を考えていたんですけれども、今後、来年度にかけまして、今度、

今の既存の車庫等々を解体したりする工事とかも発生してまいりまして、最終的に全体の舗装

とかも生じてくるんですけれども、その際に改めて移設したほうがよろしいかということで、

今回予算を見送らせていただいたということでございます。 

○議長（石森靖明君）　再質疑ありますか。どうぞ。 

○16番（白内恵美子君）　総合計画策定支援業務委託料は、全ての支援業務なんでしょうか。請

差だということだったんですけれども、全ての支援業務、どういう内容が入っていたんでしょ

うか。８年度に策定すると思うんですけれども、７年度で行うべきものは何だったのか。何の

分の請差なのかというか、ちょっとここがよく分からないので、もう少し説明をお願いします。 

　　それから、電柱については、そうすると８年度で出てくるということでよろしいんでしょう

か。 
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　　以上です。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。まちづくり政策課長。 

○まちづくり政策課長（熊谷英樹君）　こちらの委託料、今年度実施する町民のアンケート調査、

その分析から、新年度の健康計画の策定までいろいろあるんですが、２年度分一括して、これ

は入札をかけて、その請差で下がったということになります。 

○議長（石森靖明君）　続いて、財政課長。 

○財政課長（大山　薫君）　電柱の移設の関係でございますが、この後、以前にも議会にもお示

ししておりますが、今度、来年度、現在の車庫等の解体工事が令和８年８月から10月にかけて

行われます。その後、今度は新しい水道のお客様センターの建設工事が入ります。こちらが令

和９年９月頃までかかります。そういったものが終わった中で、最終的に全体的に残った部分

は、今度は舗装をかけたりするわけなんですけれども、そういった形になりますので、そうい

った水道の新しいお客様センターの工事まで終わった段階で、移転をちょっと検討したいと思

っておりますので、早くても令和９年度とかになるということでご理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（石森靖明君）　再々質疑ありますか。（「ありません」の声あり） 

　　ほかに質疑ありませんか。 

　　次に、78ページの農林水産業費から85ページの公債費に対する質疑を許します。質疑ありま

せんか。６番小田部峰之君。 

○６番（小田部峰之君）　６番小田部です。 

　　81ページ、これはスロープカー支障物移転、支障物件の移転補償というものがありますけれ

ども、220万円、これは何の補償なのか、お伺いいたします。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤康弘君）　議案書81ページ、８款４項６目12節の補償、補塡及び賠償金の

220万円についてのご質問ですけれども、こちらの220万円につきましては、スロープカーの補

強工事の発注をいたしました。そちらで基礎コンクリートを増し打ちするんですけれども、そ

れを施工する際に、コンクリートのポンプ車のブームを伸ばして、各橋脚の足元の部分のコン

クリートの増し打ちをします。そのブームが、施工する際に既設の電柱に当たるということで、

電柱の撤去費、それから架線、ケーブルの撤去、それから感電防止のための防護カバーを電力

さん、電話柱のＮＴＴさんにやっていただきますので、そちらの補償費として220万円計上し

ているものです。 
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　　内訳としましては、電柱の撤去が５本と新設１本、それから既設電線への防護カバーが７ジ

ョウを予定しているところです。 

○議長（石森靖明君）　再質疑ありますか。どうぞ。 

○６番（小田部峰之君）　それは施工上、どうしても必要なものだったということですね。 

○議長（石森靖明君）　答弁を求めます。都市建設課長。 

○都市建設課長（佐藤康弘君）　下部工工事につきましては、１月に業者が決まりまして、業者

と、それから私どもと、あと占用者と現地等をしっかりと立会いして、協議して、この位置で

しか施工できないのでということで確定したものになります。 

○議長（石森靖明君）　再々質疑ありますか。（「ないです」の声あり） 

　　ほかに質疑ありませんか。 

○議長（石森靖明君）　これで歳出の質疑を終結します。 

　　これをもって一般会計補正予算に係る全ての質疑を終結いたします。 

　　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　討論なしと認めます。 

　　これより議案第73号令和７年度柴田町一般会計補正予算の採決を行います。 

　　お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（石森靖明君）　起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第１２　議案第７４号　令和７年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算 

○議長（石森靖明君）　日程第12、議案第74号令和７年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正

予算を議題といたします。 

　　本件の提案理由は既に説明済みであります。 

　　これより質疑に入ります。質疑は歳入歳出一括といたします。質疑に当たっては、ページ数

を示して行ってください。質疑ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　質疑なしと認めます。 

　　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（石森靖明君）　討論なしと認めます。 

　　これより議案第74号令和７年度柴田町国民健康保険事業特別会計補正予算の採決を行います。 

　　お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（石森靖明君）　起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第１３　議案第75号　令和７年度柴田町介護保険特別会計補正予算 

○議長（石森靖明君）　日程第13、議案第75号令和７年度柴田町介護保険特別会計補正予算を議

題といたします。 

　　本件の提案理由は既に説明済みであります。 

　　これより質疑に入ります。質疑は歳入歳出一括といたします。質疑に当たっては、ページ数

を示して行ってください。質疑ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　質疑なしと認めます。 

　　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　討論なしと認めます。 

　　これより議案第75号令和７年度柴田町介護保険特別会計補正予算の採決を行います。 

　　お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（石森靖明君）　起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第１４　議案第７６号　令和７年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算 

○議長（石森靖明君）　日程第14、議案第76号令和７年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予

算を議題といたします。 

　　本件の提案理由は既に説明済みであります。 

　　これより質疑に入ります。質疑は歳入歳出一括といたします。質疑に当たっては、ページ数

を示して行ってください。質疑ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　質疑なしと認めます。 
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　　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　討論なしと認めます。 

　　これより議案第76号令和７年度柴田町後期高齢者医療特別会計補正予算の採決を行います。 

　　お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（石森靖明君）　起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　日程第１５　議案第７７号　令和７年度柴田町下水道事業会計補正予算 

○議長（石森靖明君）　日程第15、議案第77号令和７年度柴田町下水道事業会計補正予算を議題

といたします。 

　　本件の提案理由は既に説明済みであります。 

　　これより質疑に入ります。質疑は歳入歳出一括といたします。質疑に当たっては、ページ数

を示して行ってください。質疑ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　質疑なしと認めます。 

　　これより討論に入ります。討論ありませんか。 

　　　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石森靖明君）　討論なしと認めます。 

　　これより議案第77号令和７年度柴田町下水道事業会計補正予算の採決を行います。 

　　お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

　　　　　〔賛成者起立〕 

○議長（石森靖明君）　起立総員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

　　これで本日の日程は全て終了いたしました。 

　　本日はこれをもって散会といたします。 

　　３月９日午前９時30分から再開いたします。 

　　ご苦労さまでした。 

　　　　　午後１時３５分　　散　会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　上記会議の経過は、事務局長鹿又博文が記載したものであるが、その内容に相違ないことを
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証するためここに署名する。 

　　令和８年３月５日 

 

　　　　　　　　　議　　長　　　　　石　森　靖　明 

 

　　　　　　　　　署名議員　１７番　吉　田　和　夫 

 

　　　　　　　　　署名議員　　１番　吉　田　謙　治 


